
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年５月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

ガーデン用キャラクターライト

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　家庭の庭園等に設置される照明用器具である。
　点滅又は色調の変化機能はなく、外郭全体がほのかに光るものである。

○構造、仕様、意匠
　白熱電球を内蔵しているが、点滅又は色調の変化機能はない。
　外郭がキャラクター（サンタクロース、動物等）の形状をしたものもある。
　概略寸法：２６０㎜（Ｗ）×２６０㎜（Ｄ）×４５０㎜（Ｈ）
　定格電圧等：１００Ｖ、屋外用
　
○ 主な使用者、販売先
一般家庭向けに、ホームセンター及び玩具店等で販売される。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「庭園灯器具」と
して取り扱う。

（理由）
　庭園等を照明する電気機械器具であることから、「庭園灯器具」として取り扱う
のが妥当と判断する。なお、電気用品の区分である「光源及び光源応用機械器具」
においては、遊戯器具等は規定されていない。


